
外来ベースアップ評価料（Ⅰ）の見直し

30



Ｒ６改定
ベースアップ評価料

相当分

令和７年度以前から
継続して賃上げを行っている医療機関

令和８年度から賃上げを行う医療機関

今回改定の概要（ 外来ベースアップ評価料 (Ⅰ) ）

Ｒ８改定
ベースアップ評価料①

初・再診料

令和８年度

初・再診料

令和９年度

Ｒ８改定
ベースアップ評価料②

（①の２倍）

Ｒ８改定
ベースアップ評価料①

初・再診料

令和８年度

初・再診料

令和９年度

Ｒ８改定
ベースアップ評価料②

（①の２倍）

Ｒ６改定
ベースアップ評価料

相当分

令和８年度 令和９年度

初診時 17点 34点

再診時 ４点 ８点

令和８年度 令和９年度

初診時 23点(6+17点) 40点(6+34点)

再診時 ６点(2+4点) 10点(2+8点)

（参考）R６改定の外来
ベースアップ評価料（Ⅰ）

初診時 6点

再診時 2点
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① 令和７年度以前からベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関

あるいは、

② ①に該当せず、令和８年度にはじめてベースアップ評価料の届出を行う保

険医療機関であっても、ベースアップ評価料を算定する月の対象職員の基本

給等を合計し、その額を令和６年３月時点と比較した場合に、5.5%（看護

補助者、事務職員については８%）に相当する水準以上のベア等を行った保

険医療機関

※令和９年度から届け出る場合であれば、令和６年３月時点と比較した場

合に、8.7%（看護補助者、事務職員については13.7%）に相当する水

準以上のベア等を行った保険医療機関であればよい

継続的に賃上げを実施する保険医療機関とは？
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現行 改定後

【賃上げの目標】

令和6年度に2.5％、令和7年度に2.0％、計4.5%の賃上げを目
指す

【賃上げの目標】

令和8年度に3.2％（看護補助者・事務職員は5.7％）、令和９年度
にさらに3.2％（看護補助者・事務職員は5.7％）の賃上げを目指
す

【対象となる職員】

主として医療に従事する職員（医師、歯科医師、専ら事務作業を行
う事務職員等を除く。）

例）薬剤師・看護師・看護補助者 等

【対象となる職員】

当該保険医療機関に勤務する職員（40歳以上の医師・歯科医師・薬
局薬剤師、業務委託により勤務する者を除く。経営者、法人役員を
含まない。）

例）左記の対象職員に加え、
40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師、事務職員 等

外来ベースアップ評価料 (Ⅰ)に関する主な変更点①
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現行 改定後

【届出時の提出書類】

保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画(賃金改善
計画書)を作成し、新規届出時及び毎年６月において地方厚生(支)
局に届出を行う

【届出時の提出書類】

各評価料に必要な情報（対象職員・評価区分の算出）のみを入力
する届出書添付書類の作成・提出のみ
（賃金改善計画書は作成不要）

【実績等の報告】

毎年８月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため
に「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告

【実績等の報告】

• 毎年８月に、当該年度における賃金改善の状況を評価するた
め「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告

• 算定した年度の翌年の８月に、前年度における賃金改善の取
組状況を評価するために「賃金改善実績報告書」を作成し、地
方厚生(支)局長に報告

【同一法人内の複数医療機関の通算】

（新設）

【同一法人内の複数医療機関の通算】

同一の給与体系に基づく保険医療機関を複数有している法人に
おいては、法人内の複数保険医療機関を通算して、区分計算に必
要な「賃金改善算定基礎額」の算出や実績報告時に提出する「賃
金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成が可能と
する

外来ベースアップ評価料 (Ⅰ)に関する主な変更点②（手続き）
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➢ 令和８年度にベースアップ評価料による賃金改善を行う場合には、算定を開始する前月までに届出を行う。
➢ 算定する年度の８月に賃金改善中間報告書、翌年度の８月に賃金改善実績報告書を提出する必要がある。

➢ 届出書、賃金改善中間報告書、賃金改善実績報告書に記載を要する主な事項は次の通り。
➢ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）のみを届け出る場合は、申請時点では、評価料の対象職員のみが分かれば申請が可能。
➢ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料を届け出る場合であっても、申請時点では「月額賃金総額」

や「延べ入院患者数」等が分かれば申請できる。（今改定から、申請時点での「賃金改善計画書」の添付は不要）
※ただし、外来ベースアップ評価料（Ⅰ）を令和８年度から継続して算定する場合には、令和９年度の届出書の提出は不要。

➢ 算定期間内に、区分計算時に必要な項目の大きな変動（対象職員数の１割以上の変動、３月ごとのベースアップ評価料の算定回数の
１割以上の変動）があり、再計算をした場合に区分の変化がある場合には、区分変更の届出が必要。

ベースアップ評価料に関する手続きの概要

令和８年度診療報酬改定 Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①

ベースアップ評価料を届け出る場合に必要な手続きの流れ

令和９年

～ 3月 ～ 6月 ～ 8月 ～ 12月

令和８年

～ 3月 ～ 6月 ～ 8月 ～ 12月

届出書
Ｒ９年度
中間報告書

Ｒ８年度
実績報告書

Ｒ７年度
実績報告書

○外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
・対象職員数

○外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）・
入院ベースアップ評価料
・初再診料等の算定回数、延べ入院患者数
・月額賃金総額
・対象職員数

・ベースアップ評価料の算定収入額
・対象職種ごとの常勤換算数
・基本給等総額（給与改善前・後）
・賞与の月数の変化

※対象職種を指定して報告：
医師・歯科医師・看護職員・看護補助者・事務職員

届出書 中間報告書

・ベースアップ評価料の算定収入額
・対象職種ごとの常勤換算数
・基本給等総額（給与改善前・後）
・賞与の月数の変化

※対象職員の合計及び、一部の対象職種の内訳につい
て報告

報告書

賃金改善の実施（令和8年度）
4月～翌年3月
6月～翌年5月

届出書 Ｒ８年度
中間報告書

※
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外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

の届出には「様式95」を使用します。

３月に届出の場合は、２月の初・再診料等の

算定回数を調べる

（２月の算定回数が通常と大きく違う場合や、

賃金改善計画書の作成が不要になったため、
必要な記載事項は以上です。

残りの部分は該当する項目にチェックを入
れるのみです。

36

40歳以上の医師、歯科医師、業務委託により勤務す
る者を除いた職員数を常勤換算で入力します。

例：常勤１名、パート4名の職員
（パート4名は全員が半日勤務の場合）

常勤1名 ＋ （非常勤４名×0.5） ＝3名

外来ベースアップ評価料 (Ⅰ) 届出様式の見直しについて



「中間報告」と「実績報告」は共通の様式

となっており「様式100」を使用します。

令和8年6月から今回の改定後の

ベースアップ評価料の算定を開始した場合

令和８年8月の提出書類

①令和8年6月～７月の実績に係る

「賃金改善中間報告書」

令和9年8月の提出書類

①令和8年6月～令和9年5月の実績に係る

 「賃金改善実績報告書」

②令和９年6月～７月の実績に係る

 「賃金改善中間報告書」
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ベースアップ評価料 報告様式の見直しについて



38

ベースアップ評価料に関し

ては、厚生労働省HPに特設

ページが設けられておりま

すが、この資料の作成時点

においては、令和6年度診療

報酬改定におけるベース

アップ評価料に関する情報

が掲載されております。

詳しい情報は追って公開予

定とされております。

ベースアップ評価料 詳細な情報について
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